
 

国民年金・厚生年金保険の脱退一時金 

 

日本に短期間在留する外国人は、国民年金や厚生年金保険の保険料が将来の老齢給付に結びつきません

が、重傷を負い障害等級に該当する障害が残った場合には、障害年金が、不幸にも死亡した場合には、遺族

に対し遺族年金が支給されます。 

また、在留期間の短い外国人に対しては、帰国した場合に、脱退一時金を支給されます。 

 

国民年金の脱退一時金の支給要件 

国民年金の脱退一時金が請求できるのは、国民年金の被保険者期間（第１号被保険者期間）に係る次の月

数を合算した月数が６ヵ月以上ある場合です。 

ⓐ 保険料納付済期間の月数 

ⓑ 保険料４分の１免除期間の月数×４分の３ 

ⓒ 保険料半額免除期間の月数×２分の１ 

ⓓ 保険料４分の３免除期間の月数×４分の１ 

脱退一時金の請求ができない場合 

次のいずれかに該当するときは、脱退一時金の請求はできません。（国民年金・厚生年金保険とも） 

① 日本国内に住所を有しているとき 

② 障害基礎年金・障害厚生年金、その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき 

③ 最後に国民年金又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して２年を経過しているとき 

④ 国民年金法または厚生年金保険法による年金給付に相当する外国の法令の適用を受ける方または受け

たことがある方 

 

脱退一時金の額 

国民年金の脱退一時金 厚生年金の脱退一時金 

国民年金から支給される脱退一時金の受給額を計算する場

合は、請求日の属する月の前月までの第１号被保険者期間の

うち最後に納付された月を「基準月」とし、受給額が決まり

ます。 

計算の基礎となる、上のⓐ～ⓓの月数を合計した月数に応

じて受給額が決まります。 

対象月数 

基準月（最終納付月） 

Ｈ18年4月～ 

Ｈ19年3月 

Ｈ19年4月～ 

Ｈ20年3月 

Ｈ20年4月～ 

Ｈ21年3月 

６月以上１２月未満 41,580円 42,300円 43,230円 

１２月以上１８月未満 83,160円 84,600円 86,460円 

１８月以上２４月未満 124,740円 126,900円 129,690円 

２４月以上３０月未満 166,320円 169,200円 172,920円 

３０月以上３６月未満 207,900円 211,500円 216,150円 

３６月以上 249,480円 253,800円 259,380円 

・ 

厚生年金保険から支給される脱退一時金の受給額を計算す

る場合、最後の厚生年金保険の被保険者期間を喪失した日の

属する月の前月を「最終月」とし、この最終月が支給率を計

算する基準になります。 

●受給金額の計算式 

 被保険者期間の平均標準報酬月額×支給率（下表） 

被保険者期間 

最終月の該当する月 

Ｈ18年9月～ 

Ｈ19年8月 

Ｈ19年9月～ 

Ｈ20年8月 

Ｈ20年9月～ 

Ｈ21年8月 

６月以上１２月未満 0.4 0.4 0.4 

１２月以上１８月未満 0.9 0.9 0.9 

１８月以上２４月未満 1.3 1.3 1.3 

２４月以上３０月未満 1.7 1.8 1.8 

３０月以上３６月未満 2.1 2.2 2.2 

３６月以上 2.6 2.6 2.7 

・ 

 

請求手続 

脱退一時金の請求は、技能実習生が帰国後に請求することになっていますので、帰国前に必要な書類を準

備しておくことが必要です。手続は、技能実習生が出国後２年以内に「脱退一時金裁定請求書」に必要書類

を添付して、社会保険業務センター（〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24）宛てに郵送します。 

●請求書に添える書類・・・①年金手帳、②パスポート（旅券）の写し（最後に日本を出国した年月日、氏

名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ）、③「銀行の口座証明印」の欄に銀行の証明を受

けるか、銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号および自身の名義が確認できる書類 

脱退一時金と所得税 

厚生年金保険の脱退一時金は、支給の際に20％の所得税が源
泉徴収されます。（国民年金の脱退一時金には所得税は源泉徴

収されません。）ただし、税の還付を受けることができる場合

がありますので、詳しくは所轄の税務署にお尋ねください。 


